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１．補助金の概要 

■ 補助金の名称

■ 目的

■ 概要

（参考）企業の奨学金返還支援と補助金のイメージ 
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２．申請要件 

２－１ 補助事業者の要件（交付要綱第５条関連）

（１）福岡市内に本店及び本社がある中小企業等。

（２）就業規則等で奨学金返還支援制度を設け、実施していること。

（年度内に実施することが決定している場合を含む）

（３）本市の市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）を滞納していないこと。

（４）補助金の申請を行う年度において、国及び地方公共団体（福岡市を含む。）

並びにその他民間団体等が実施する、中小企業等への奨学金返還支援を目

的とした他の助成金等の交付を受けていないこと。（受ける予定を含む。）

■「本店及び本社」

■「中小企業等」の範囲（交付要綱第３条第１号、別表第１）

2



■「中小企業等」の対象外

■「業種区分」

■「常時使用する従業員の数」
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■「就業規則等で奨学金返還支援制度を設け、実施していること。」

２－２．対象従業員の要件（交付要綱第６条関連） 

（１）補助事業者において、正社員として雇用されていること。

（２）奨学金を返還中、または返還開始予定であること。

（３）勤務先が福岡市内の事業所であること。

（４）役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。

（５）補助事業者が個人事業主（実質的に代表者の個人事業と認められる法人を

含む。）である場合においては、当該個人事業主と同居している親族でない

こと。ただし、勤務実態、勤務条件が対象従業員以外の従業員と同様であ

ると認められる者を除く。

■「正社員」

■「奨学金を返還中、または返還開始予定」

■「勤務先が福岡市内の事業所」
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３．補助金の計算 

３－１．補助額等（交付要綱第８条、別表第３関連） 

（１）補助額等は別表第３の通りとし、予算の範囲内で決定する。

（２）算出した補助金の合計額に 1,000 円未満の端数がある場合は切り捨てる。

別表第３（第８条関係）※交付要綱より抜粋 

補助額 １ 手当等による支援の場合は、当該会計年度中に支払った

以下の①、②のいずれか低い額に補助率を乗じた額 

① 対象従業員が返還した奨学金の額

② 補助事業者が支援制度に基づき給付した額

２ 代理返還による支援の場合は、当該会計年度中に奨学金

の債権者へ代理返還した額に補助率を乗じた額 

補助率 ２分の１ 

会計年度の 

補助金上限額 
50 万円 

■ 補助額の算出

補助対象額（※）× 補助率（２分の１）＝ 補助額 ≦上限額（50 万円） 

（※）補助対象額とは 

■ 対象従業員が複数いる場合
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■ 1,000 円未満の端数がある場合

３－２．補助金（補助額）の計算例 
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４．補助金の申請から交付まで（手続き） 

■ 補助金交付までの流れ

■ 令和７年度スケジュール

No． 実施内容 実施者 時期・期間 

① 

② 

該当

ある

場合

のみ

③－１

③－２

④ 

⑤ 

交付申請～補助金交付 

② ④① ⑤

※該当ある場合のみ

③－１ ③－２
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① 交付申請について

■ 申請に必要な書類（オンライン申請）

ア．補助金交付申請書（様式第１号）

イ．補助金算定調書（様式第１－２号）

ウ．収支計画書（様式第第１－３号）

エ．役員名簿（様式第１－４号）

オ．履歴事項全部証明書（個人事業主の場合は「開業届」）

カ．奨学金返還支援制度に係る社内規定

キ．対象従業員の雇用関係、雇用形態が分かる書類

ク．対象従業員の勤務地が確認できる書類

ケ．対象従業員の奨学金返還額等が分かる書類

ア～エの様式の作成にあたって

記載例

オ．履歴事項全部証明書（個人事業主の場合は「開業届」）

カ．奨学金返還支援制度に係る社内規定

キ．対象従業員の雇用関係、雇用形態が分かる書類

ク．対象従業員の勤務地が確認できる書類
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ケ．対象従業員の奨学金返還額等が分かる書類

② 交付決定通知について
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③－１ 変更申請（内容変更がある場合のみ）

■ 変更申請に必要な書類

・補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４号）

・添付資料

※変更内容に応じた添付資料の提出が必要です。

※交付申請時に提出したイ～ケの書類のうち、変更後のものに更新・追加が必要な書類

を最新の内容に更新して、添付資料として提出が必要となります。

③－２ 変更承認決定通知

補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４号）は、特設サイトにて後日アップいたします。 
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④ 実績報告・請求について

■ 実績報告・請求に必要な書類

ア．補助金実績報告書（様式第７号）

イ．補助金報告調書（様式第７－２号）

ウ．収支決算書（様式第第７－３号）

エ．請求書（市所定様式）

オ．口座振替依頼書兼債権者登録申請書

カ．支援（手当等・代理返還）の実績が分かる書類

キ．奨学金の債権者（貸与機関）へ返還した実績が分かる書類

⑤ 補助金の交付について

５．不正受給の取扱い 

６．お問い合わせ先 

実績報告に関する上記様式（ア～エ）は、特設サイトにて後日アップいたします。 
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７．Ｑ＆Ａ 

【事業全般に関するもの】 

福岡市中小企業奨学金返還支援事業補助金交付要綱（抜粋）

第２条 （一部省略） 

（４）奨学金 従業員本人の名義で借り受けた学資金のうち、次のア、イのいずれかに該当するも

のをいう。

ア 別表第２に定めるもの

イ 国、地方公共団体等の出資又は募金等により無利子又は低廉な利率で貸し付けされている

もの（アに規定する資金を除く。）であって、市⾧がアの学資金に準ずると認めたもの

別表第２（第３条関係） 

名称等 

独立行政法人日本学生支援機構の実施する奨学金（第一種奨学金及び第二種奨学金） 

公益財団法人交通遺児育英会の実施する奨学金 

一般財団法人あしなが育英会の実施する奨学金 

都道府県社会福祉協議会の実施する生活福祉資金貸付制度における教育支援資金（教育支援

費及び就学支度金） 

地方公共団体の実施する母子父子寡婦福祉資金（修学資金及び就学支度金） 

地方公共団体の実施する奨学資金又は育英資金 
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【補助事業者に関するもの】 
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【対象従業員に関するもの】 
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